
◎こども家庭庁設置法 
（令和四年六月二二日法律第七五号）   

一、 提案理由（令和四年四月二〇日・衆議院内閣委員会） 

○野田国務大臣 この度、政府から提出をしたこども家庭庁設置法案につきまして、そ

の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、子供政策を我が国社会の真ん中に据え、子供を取り巻くあらゆる環境

を視野に入れ、子供を誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくた

め、強い司令塔機能を有し、子供の最善の利益を第一に考え、常に子供の視点に立った

政策を推進するこども家庭庁を設置しようとするものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、こども家庭庁の設置、任務、所掌事務について定めるものであります。 

 こども家庭庁は、こども家庭庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、子供

が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子供

及び子供のある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他の子供の健やかな成長及び子供

のある家庭における子育てに対する支援並びに子供の権利利益の擁護に関する事務を行

うことを任務としております。 

 その任務を達成するため、内閣府や厚生労働省で所管している子ども・子育て支援給

付に関することや子供の保育、虐待の防止に関することなど、子供の福祉や保健、子育

て支援等に関する事務を移管するとともに、小学校就学前の子供の健やかな成長のため

の環境の確保及び小学校就学前の子供のある家庭における子育て支援に関する基本的な

政策の企画及び立案並びに推進、地域における子供の適切な遊び及び生活の場の確保、

子供の安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、

いじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備、子供の権利利益

の擁護等をつかさどるほか、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長すること

のできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項や結婚、出産又は育児に希望を

持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項等

の企画及び立案並びに総合調整をつかさどることとしております。 

 また、こども家庭庁長官は、所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができると

しております。 

 第二に、こども家庭庁に置かれる機関について定めるものであります。 

 こども家庭庁に、こども家庭審議会等を置くほか、特別の機関としては、少子化社会

対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を置くこととして

おります。 

 この法律は、令和五年四月一日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 



……………（略）…………… 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和四年五月一七日） 

○上野賢一郎君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、内閣委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 初めに、内閣提出の二法律案の概要について申し上げます。 

 こども家庭庁設置法案は、子供の健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、こ

ども家庭庁を設置する等の措置を講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 各法律案は、去る四月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日

本委員会に付託されました。 

 本委員会においては、翌二十日野田国務大臣並びに提出者加藤勝信君、岡本あき子君

及び三木圭恵君からそれぞれ趣旨の説明を聴取した後、二十二日から質疑に入りました。

二十八日には参考人から意見を聴取するとともに、五月十日に厚生労働委員会との連合

審査会を開会しました。 

 さらに、十三日には、こども家庭庁設置法案に対し、立憲民主党・無所属から修正案

が提出され、趣旨の説明を聴取した後、各法律案及び修正案を一括して質疑を行いまし

た。同日、岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、質疑を

終局いたしました。 

 次いで、城井崇君外十一名提出の法律案について内閣の意見を聴取した後、各法律案

及び修正案を一括して討論を行い、採決いたしましたところ、城井崇君外十一名提出の

法律案及び三木圭恵君外二名提出の法律案はいずれも賛成少数をもって否決すべきもの

と決しました。次に、立憲民主党・無所属の提案による修正案は賛成少数をもって否決

され、内閣提出の二法律案及び加藤勝信君外十名提出の法律案はいずれも賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、内閣提出の二法律案及び加藤勝信君外十名提出の法律案に対しそれぞれ附帯決

議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一三日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携を十分に確保

すること。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調整機能を担うこ

ども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保を図ること。 

二 こども家庭審議会は、メンバー及び運営の公平性・透明性に加え、こどもを取り巻

く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断に行い、関係府省庁、



地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性のある施策の実現に取

り組むこと。 

三 こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手

段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明

しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に

連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達を

考慮し、こどもが理解しやすくかつアクセスしやすい多様な方法で十分な情報提供を

行うこと。 

四 こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優

先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に

対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。 

五 我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、

政府はこども政策に関する予算の確実な確保とともに、更なる予算確保のための中長

期的な方策及びそのための安定財源の確保の検討に早期に着手すること。 

三、参議院内閣委員長報告（令和四年六月一五日） 

○徳茂雅之君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、こども家庭庁設置法案は、こども家庭庁を内閣府の外局として設置することと

し、その所掌事務及び組織に関する事項を定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、以上三法律案を一括して議題とし、設置法案及び整備法案に

ついて野田国務大臣から、基本法案について発議者衆議院議員加藤勝信君から、それぞ

れ趣旨説明を聴取した後、厚生労働委員会との連合審査会を行い、参考人から意見を聴

取したほか、内閣総理大臣の出席を求めるとともに、野田国務大臣及び発議者等に対し

て質疑を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、子供政策の司令塔としてのこども家庭庁の在り方、

教育行政を始めとした関係府省庁との連携、児童の権利に関する条約との関係、子供の

意見の聴取及び政策への反映の方法、困難を抱える子供や家庭への支援に係るこども家

庭庁の役割、子供に関するデータ活用の在り方、子供に関する予算の拡充及び安定財源

の確保等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 なお、審査に先立ち、子育て関連施設等の視察を行いました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の石川委員より設置法案及

び整備法案に反対、基本法案に賛成の旨、国民民主党・新緑風会の礒崎理事より三法律

案に賛成の旨、日本維新の会の柴田委員より設置法案及び整備法案に反対、基本法案に

賛成の旨、日本共産党の田村委員より三法律案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられま

した。 



 次いで、順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、設置法案及び整備法案の二法律案並びに基本法案に対し、それぞれ附帯決議を

行いました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年六月一四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携及び人材の育

成確保に万全を期すこと。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調

整機能を担うこども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保

を図ること。 

二 生活困窮家庭のこどもの学習・生活支援、いじめや不登校への対応、児童虐待防止

対策等のこども施策はこども家庭庁設置後においても複数の府省庁が関わることから、

こども家庭庁は、こども施策の司令塔として、企画立案、執行、評価及び改善の各段

階を通じて積極的に関与し、こどもの最善の利益の実現を図ること。その際、必要に

応じて関係府省庁との協働プロジェクトを展開するなど、組織の枠組みにとらわれな

い施策の実施に努めること。また、こども家庭庁がその「役割」を十分に果たせるよ

う、しっかりとした人員体制の構築を図ること。 

三 こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第十二条

の規定による関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使すること。 

四 こども家庭審議会は、メンバーの選定及び運営の公平性・透明性を確保するととも

に、こどもを取り巻く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断

に行い、関係府省庁、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性

のある施策の実現に取り組むこと。 

五 こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手

段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明

しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に

連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達の

程度を考慮し、こどもが理解しやすく、かつ、アクセスしやすい多様な方法で十分な

情報提供を行うこと。 

六 こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優

先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に

対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。 

七 政府は、こどもに関するデータや統計について、国際比較の観点も含め、更なる充

実を図ること。 



八 我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、

こども政策については、こどもの視点に立って、必要な政策を取りまとめた上でその

充実を図り、十分な予算確保のための方策及びそのための安定財源の確保の検討に早

期に着手すること。 

九 こども家庭庁設置法の施行後五年を目途として行われる検討に当たっては、文部科

学省が所掌する事務のうち初等中等教育等に関する事務及び同法第四条第一項に規定

する事務を含むこども施策の総合的な推進を図るための行政組織の連携などその在り

方について、検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。 

十 九の検討を行うに当たっては、特に、こどもの権利の擁護に関する施策の実施の状

況についても十分に勘案すること。 

  右決議する。 


